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１．開会 中標津町都市住宅課長 佐瀬 光史 

定刻となりましたので、ただ今より令和４年度第４回 

中標津町空家等対策協議会を開催いたします。年度末も

近づき、大変お忙しい中、ご出席いただき誠にありがと

うございます。本協議会開催の規定数に達しております

ので、会議を開催いたします。それでは次第に沿って進

めてまいります。中標津町空家等対策協議会 安藤会長

よりご挨拶をいただきます。 

 

２．会長挨拶  

中標津町空家等対策協議会 会長 安藤 淳一 

委員の皆様どうもおはようございます。お忙しい中、

お集まりいただきましてありがとうございます。前回、

第 3 回協議会の際、進行の不手際があり、最後のところ

で中標津町の特徴は、それに合わせたような計画はって

いうようなお話をいただきまして、それは委員の皆様か

らご意見をいただけるようにということでお願いをして

終了したということになっておりました。その後、皆様

からいろいろとご意見をいただきまして、その内容等も

網羅したような形で今回の最終的な計画に盛り込まれる

ような話で進められたかと思います。大詰めを迎えた空

家等対策協議会でございますので、また委員の皆様から

ご意見をいただければと思いますので、どうかよろしく

お願いします。 

 

事前配布、当日配布資料の確認 

 

佐瀬課長：ありがとうございました。審議事項に入る前

に、資料の確認をさせていただきます。資料は本日皆様

のお手元に配付いたしました資料のみでございます。そ

れでは議事に入ります。議事の進行につきましては、安

藤会長に進行をお願いいたします。 

 

安藤会長：審議事項１ 「空家等対策計画策定について」

事務局より説明お願いいたします。 

 

３．審議事項 

中標津町空家等対策計画について 

 

資料説明（①ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ結果、②③修正一覧について） 

 

安藤会長：事務局の方から修正一覧につきまして、1ペー

ジ～47ページまでの中での修正内容について説明をいた

だきました。大きく分け、前半 4 ページまでのところ。

中盤 32～33 ページの第 3 章にあたる内容。後半 41～42

ページの方針3に関わる内容。大きく分けるとこの3つ。

そして、最後に協議会の内容ということになっておりま

すが、まず前半の1～4ページまでの修正内容について委 

 

員の皆様からご意見いただきたいと思います。この修正

内容についてご意見ございますか。多くは文言修正とい

うことが大きいことかとは思いますが、追記も多少出て

おります。4ページまでの内容で何かお気づきの点ござい

ましたら、ご意見いただければと思います。 

 

二瓶委員：目次5の空家の後に等を入れてもらえれば。 

 

事務局：失礼いたしました。空家等の種類となっており

ますので、目次の方も空家等の種類に修正させていただ

きたいと思います。 

 

安藤会長:他にいかがでしょうか。それでは4ページまで

のところは、特にないということで、中盤の32～33ペー

ジの第 3 章のところでございますが、何かお気づきのと

ころございますか。 

 

二瓶委員：33ページa現地調査に職員が、を入れた経緯

は何かありますか。事務局としても職員がと言うと、個

人で職員が走り回るみたいなイメージになってしますの

で、それなら委託とか、そういった調査する会社とかっ

ていうのを活用するとか、そういったことは考えている

のですか。ここで職員が、を使っちゃうと全部職員でや

るというイメージがあります。 

 

事務局：ご意見いただきました内容につきまして、予備

調査的なものは、そういった委託の中で考えられますが、

最終的には、特定空家等不良住宅のチェックシートを使

った現地調査を職員が行って、それをもって特定空家に

該当するものか、不良住宅に該当するものかっていう判

定の資料となるために職員が行うということで考えてお

ります。計画にもありますが、まちまかない会社ですと

か NPO ですかそういうものが今後立ち上がってくればそ

ういったところに調査等をお願いして、最終的に職員が

チェックシートを基にチェックしていくような内容にな

っているかと思いますので、まず、このチェックシート

を使った調査については職員が行うとういことで、追記

したところでございます。 

 

安藤会長：将来的には、そういった可能性もあるという

ことで、現段階でとりあえず説明がありましたけども、

予備調査に関しては委託など、最終的な現地調査、チェ

ックシートを使った現地調査は職員の方でやられるとい

うご説明でしたが、他にいかがでしょうか。33ページ最

後のところは、これまでの意向調査を実施した後に細か

な情報のベースとなるものは何かということが明示され

たということになりますが、このような表記ということ

での追記とのことですが、その辺も問題ないでしょうか。
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それでは後半の方に移りたいと思います。41～42 ページ

の方針3ですが、ここの中身についていかがでしょうか。

41ページのところは、不良住宅等が特定空家、その他の

空家等ということでの文言の修正によって、除却制度の

検討っていう内容の修正ではございますが、42ページは

先ほど言いました文中の「国の」っていうのが追記され

ておりますが、何かお気づきの点ございますか。 

 

二瓶委員：47ページ、協議会の設置ですが、協議会継続

していくっていう話はしていますけど、その中で、要綱

を定める法第7条 2項に基づくってことは、ここに準拠

している要綱を作っていかないとダメかと。 

 

事務局：この要綱は協議会を立ち上げる前、令和 4 年 4

月に、既に要綱はつくっております。それを基に本協議

会を運営しておりますので、その中に、委員さんの組織

の構成員として、町長、議会議員さん、地域を代表する

方、その他町長が認めるもの、法務、建設等それぞれの

分野で構成しますということで、法に沿った構成員を要

請しますということで、設置要綱に謳っております。で

すので、文言としてここにそこに謳うのかって、いれて

欲しいという北海道の要望だったので、それは設置要綱

に謳っているので、それを基になっていますってことで

あれば、設置要綱を明記してもらえばいいですよという

ことで、要綱の名前を記載したという形になっておりま

す。 

 

安藤会長：他にいかがでしょうか。ちょっと今の説明の

中にはなかったかもしれませんが44ページのところには

今回の計画の一番肝となる方針 1から 3までが一つの表

にまとめられておりますが、その中で方針 3。先ほどの

42ページの部分の修正したものが載っておりますので、

これで全体の計画の一番本格となる方針がここに取りま

とめられているということでございます。それもあわせ

て見ていただいて問題がないかということのご確認をい

ただければなと思います。一番重要なところにあるとい

うことで、委員の皆様のチェックで問題がないかという

ところの確認をさせていただければと思っていますが、

この状態で問題がないしょうか。よろしいでしょうか。 

 

佐々木委員：先ほどの、職員が判断するという話でチェ

ックシートを利用してとの話が出たのですが、この不良

判断チェックシートは、資料の44～55ページあるのです

けど、これを全部職員が判断するということなのでしょ

うか。 

事務局：基本的には、職員がチェックというようなこと

で考えておりますが、内容につきましては、専門的なこ

とも記載されております。建築の担当、もしくは委員の

方、もしくは専門業者の方いろいろご協力いただいた上

で、わからないところはご協力を頂くことがあるかもし

れないということを想定しておりますが、まずは職員の

方でチェックするということで考えております。こちら

のチェックシートの項目の細かいチェックの仕方とか、

そういうものも参考にしながら今後チェックしていかな

いといけないと思っております。 

佐々木委員：例えば専門家の判断を仰ぐとか、何かそう

いう一言あった方が、間違えたらチェックすると、それ

が倒壊、倒壊じゃないとかっていう話になるので、何か

そういう職員が全部そうして考えて判断するべきじゃな

いと思いますけどね。 

 

安藤会長：先ほどの33ページの職員がっていうところの

話かと思うのですけども。今のご意見に対していかがで

しょうか。 

 

宗形委員：うちの産業建設常任委員会でやったときには、

職員がやっていくっていうことだったのですけども、外

観による目視っていうことで答弁されていたのですけど

も、外観による目視による職員のチェックっていうこと

ですので、当委員会の中にも有資格者、例えば建築士み

たいな、わかる方がチェックをした方がいいのではない

かという話もありましたけども、所有者がいることなの

で中に入る許可や、チェックできるっていう許可も取ら

なきゃいけないのはちょっと大変かなというのも思った

部分もありますんで、何が言いたいって言うわけじゃな

いのですが、職員が外観目視して所有者がどうしていき

たいっていう意向調査の上で、有識者資格者なりそうい

う人たち、どうしていきたいのかわからない人たちのサ

ポートをしていってあげられれば、その後うまくいくの

かなというふうには思うのですけど。 

 

安藤会長：先ほど、お話がありましたその外観を目視で

チェックするっていうのは、町の職員の立場としてそれ

はできるという背景で、より踏み込んだ内容、専門的内

容については改めて専門家のアドバイスを、ということ

だったと思いますけれども、まさにその考え方が一番的

確なのではないかなと。やっぱり目視だけでは、なかな

か的確なというか、本質的なところを見るとなかなか難

しいでしょうし、あの専門家でも外から見ただけでは、

なかなかわからないところがありますので、そうなって

くるともっと中に入り込んでいかなければとかってある

ので、ただ外観の目視だけで判断しても明らかに、判断

できる者に対しての対応が、多分早急に求められる内容

ではないかなと思いますので、まずはその時点でのチェ

ックを職員の段階でやるという判断であれば、この書き

方でも問題ないのかなと思います。ただ、佐々木委員が

おっしゃったのは、その具体的な内容を詳しい内容のチ

ェックシートの中に書かれているような専門的な判断と

いうのは、じゃあどうするのかっていう、その点になる

のかなと思っています。これはまさに専門家でないと、

なかなか判断できないことが数多く網羅されていますの

で、この辺ちょっと書き方がそういう意味では難しいか

なと、このチェックシート全てを職員だけでまとめ上げ

るっていうのは難しいので、ある意味、今、宗形委員が

おっしゃったように、外観の目視に関してのチェックを

職員が行った上で、っていうふうに、一段あってもいい

のかなって感じました。外観の目視による外観目視した

ことのチェックによって、問題があるものに対してチェ

ックシートで、もしくはさらに次の段階で専門家の意見

を聞き、判断を見ながら、その中にチェックするという
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ぐらいの段階の方が、職員の方の責任が判断できない方

に、その判断をさせてしまうっていう、危険性を回避で

きるのかなという感じはいたします。他の委員の皆様い

かがでしょうか。 

 

梅本委員：私も、このチェックシートを専門家が必要と

いうところ、これ専門家とか一級建築士さんとかと思っ

て、その後のことってあんまり書かれてなのですが、た

だ書きづらいというかですね。書けば書くほど、なんか

責任を負っちゃうような、感じになってしまうかなとい

う気がしますね。踏み込んで状態がわかればわかるほど

いいとは思うのですが、そこはやっぱりそういう所有者

さんのご意向だとか、反映しつつ、協議してやっていか

なきゃいけないところかなと、所有者さんの方が簡単に

確認できないとか、そういった問題がきっと多々出てく

るであろうと思われる中で、うまくそういった意思確認

もできないと、そういった問題っていうのは出てくるか

なと思いますね。あんまり具体的に書きづらいというか、

書けば書くほど問題が難としてしまうというかですね、

これ専門家の判断、これが丸付けるぐらいはいいと思う

のですが、じゃあ、なんでこれ専門家に判断を仰ぐこと

をしなかったのか、そういった責任問題というのが出て

きてしまうと、ちょっとなんというか書きすぎるのはど

うかなっていう気持ちになりますね。この程度で留める

しかないのかなってちょっと感覚ですが感じます。 

 

安藤会長：今のところの33 ページの現地調査の5行目、

今後はっていう後に、特定空家等となる可能性がある建

物に対してっていうのも、この時点で多分外観目視で、

もうこれはちょっと危険な物件かなということが、もう

その時点で多分判断されて、そこからチェックシートっ

ていうことなので、この特定空家となる可能性っていう

時点でもう既に外観チェックでマークされている物件な

のではないかなということで、含めばそこが職員の担当

範囲かなと、そこから先のチェックシートは逆にあの専

門家ということになれば、今梅本委員のお話があったよ

うに書きすぎないってことで言えば、先ほどからご意見

ありました二瓶委員からもありました職員がっていう文

言がなくなれば、専門家にそのチェックシートを使った

判断を仰ぐことも含めているという判断はできるのでは

ないかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。そ

の判断、先ほどちょっとまた差し戻したような話になっ

ていますが、逆に職員がって限定しない方が、含みがあ

る内容にできるのかなと思うのですが。逆に専門家とも

書かない方がいいのかなというふうに思いますが。ある

程度含んでいるというか、多様にできるような文言にし

ておく方が幅のある内容だというふうに考えていた方が、

そういう意味では職員が、を書かない方が。 

 

佐藤社長：少し補足ですけども職員チェックシートを作

成するのですが、実際最終的に特定空家と認定するかど

うかについては、そこは職員が判断するのではなくて、

ここの43ページフローになりますけども、特定空家の認

定するかは、この場。対策協議会ですね。多分そのチェ

ックシートなどを提供しながら、もしね、本当に判断が

つかないのであれば、専門家に調査した方がいいのでは

っていう意見も出るかもしれないし、最終的にはこの協

議会の意見が最終的な鍵になると思います。 

 

安藤会長：佐藤さんからいただいたお話の通り、最終判

断はここの場になるわけなのですが、その前の前提でそ

のチェックシートっていう話が今問題になっているとこ

ろでございますが、そういう意味では、ここの職員がっ

ていうのは問題ないでしようか。 

 

佐藤社長：まずは職員がということで終わった方がいい

かなと思っています。 

 

佐瀬課長：根室振興局さんは、ここに主語がないという

ところで職員が、を追記しましたが、今の話をお聞きし

ますと、職員以外もチェックすることがあるかもしれま

せので、行政用語である等をつけるのがいいかと。 

 

安藤会長：なかなか的確なご提案をいただきましたが、

この職員等がということでいかがでしょうか。 

 

宗形委員：多分職員が現状調査を行うのはいいです。そ

の後の詳しい調査を含めるときに、有資格者、専門家な

りっていうのが必要になってくるのかなというふうに思

うのと、現地調査を行った上でチェックシートを作成し

て、基準に沿っているかって判断をするので、順番もち

ょっと違うかなと。まず見ないとチェックシートを作成

できないと思うので、チェックシートを活用し職員が行

くのではなくて。 

 

安藤会長：ということは、そのチェックシートを活用す

る前に職員がまずは現地調査を行うということをやって。

その後にチェックシートで、っていう順番だってことで

すかね。 

 

宗形委員：見た後に、専門家さんどうでしょうかねって

いうようなことになるかなと。 

 

安藤会長：例えば、先ほどの現地調査の 5 行目のところ

で、今後は空家等に関するデータベースから職員が特定

空家等となる可能性があるものに対して現地調査を行い、 

という文章で 1 回切れて、その後に特定空家等および不

良住宅のチェックシートを活用して実態把握に努めます

という方が、職員に関わる内容がまず現地調査だという

特定空家かどうかのための現地調査は職員を行うという

ことで、専門的なものは後ろに来るという書き方に変え

てった方がいいっていうことですね。いかがでしょうか。

ちょっと文言を少し修正して、職員がやることには間違

いないのだけれども、まずは特定空家に対する現地調査

は職員が行う。その後にチェックシートを使って実態把

握方法などという順番に修正してはどうかという、宗形

委員のご意見をいただきましたが、委員の皆様いかがで

しょうか。確かに段階的にはそうですよね。現地調査し

てきた評価をしてみて、それでこれがちょっと可能性あ

りそうだとしたらチェックシートを使って踏み込んだ専
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門的なチェックを行うっていう方が、職員の方の負担と

か責任の範囲が重たいものにはならないですね。よろし

いでしょうか。47ページも含めて今委員の皆様からご意

見をいただきましたが、それ以外の点で他にお気付きに

なられた方おられますか。あるいは今までご覧になって

きた中で、また前に戻ったりすることでも構いませんの

で、もしありましたら、ぜひお出しいただければと思い

ます。 

 

佐々木委員：年号の件ですけど、今回は和暦ですか、以

前計画書を作った時は、両方明記した方がいいのではな

いかなと話があったのですけど、西暦と。これは他のと

ころの、今作っている計画ですが、両方が混在するよう

な状況なのですけれども、令和になったらすぐわかりや

すいのですけど、意外とこの令和42年とか本当に何年か

なっていうイメージがつかめないんですよね。西暦の方

も明記するか、あった方がよさそうな気もしないでもな

いですがいかがでしょうか。 

 

安藤会長：和暦、西暦の明記。確かにそうですね。和暦

だけ書かれているとなかなか把握しづらい場合も、とな

るとかなり修正箇所が上がってくると思うのですけども。 

 

事務局：両方明記はせずに片方で統一したということで

整理したのですが、両方あった方がわかりやすいという

ことで、こちらの平成、令和は西暦の方も明記するよう

整理する形でできるかと思いますが、数が多いですが、

させていただければと思います。 

 

安藤会長：他の計画から抜粋した情報とかの中には、や

はり和暦西暦の明記したところが入っていたりしますよ

ね。その辺も考えると大変になるのかと思うのですけれ

ども。逆に他の計画から載せているものには明記してな

いものもありますので、そこまでは手は入れないでいい。

この本計画に関しての内容についての記載内容について

は明記する。 

 

佐瀬課長：27～31ページの他の計画は、計画期間の明記

の仕方がバラバラでしたので、修正しています。役場の

内部でも、その辺が明確化してないということで、一方

で北海道さんの資料は西暦明記していますので、その辺

は統一した方はいいかなと、庁舎内の他の計画も見なが

ら今後ルールを決めていかなきゃならないと思うんです

が、ちょっと検討させていただきたい。 

 

宗形委員：この計画自体は作られたら 5 年間活用という

ことで、その後修正もできるような文言がありました。

その中で、最初の会議に出たときに町長だったのですけ

れども空家等に対して、あるものをしっかり活用してほ

しいような話もあるので、38～39 ページが大きい部分か

なと思うんです。この計画自体は、論点というか空家に

あって特定空家になって、壊すときにお金ないから補助

金出しますので、っていうのもわかりますが、やっぱり

ここを重点的にやってくか、どうか今の中標津町的に中

古物件も少ないって不動産屋が言うんです。なので、今

このときに中標津町のその不動産に関してしっかり強化

をしていった方がいいのではないかと、今じゃないです

けど、5年間見て様子を見て、空家等を不動産に対して強

化をしていった方がいいと思うんです。なんで、元を言

うと空家等対策の推進に関する特別法、特別措置法とい

う法律があって、これができるわけなので、本来、中標

津町みたいなところは多分適用ないと思いますけども、

もうちょっと過疎的な不動産屋もないような、難しいと

ころが使っていて、自分の町で空き家バンクみたいなの

を設置してやっているところが多いとは思うのですが、

せっかくこの町に不動産がいっぱいあって活用できるっ

ていうときなので、この街の不動産をしっかりまわして

いくような仕組みっていうのはやっぱり必要なんじゃな

いかなというふうに思いました。なんでちょっと、その

後の5年間の研究材料としていいかもしれないですね。 

 

安藤会長：貴重なご意見ありがとうございます。確かに

作っておしまいじゃなくて、この 5 年間が非常に重要に

なってきますので、宗形委員のお話にあったようなこと

が実際にこれから求められる対応だろうと思っておりま

すが、そのためにも、この方針 2 が重要なのは、まさに

その通りでございますので、委員の中での共有できる部

分ではないかなと思います。他にいかがでしょうか。そ

れではまずはこの修正箇所についての説明に対して、い

ろいろ委員の皆様からご意見をいただきましたので、も

う少し先に進めさせていただければと思います。では続

きまして先ほどのページ 2 の修正箇所の方ですから、次

に 3 ページの内容について事務局の方から説明をお願い

いたします。 

 

資料説明（修正一覧 寄付制度について） 

 

安藤会長：39ページに記載があります。（2）空家等及び

空家等の跡地の利活用の促進の b 空家等の寄附制度の検

討ということに関して産業建設常任委員会の方から、ご

指摘いただいたということでございましたが、事務局の

方としては、文言はそのまま残して今後検討する。を寄

付制度については研究する。ということでいかがでしょ

うかということでのお話でございますが、皆様のご意見

をお聞きしたいと思います。いかがでしょうか。このま

までよろしいでしょうか。これも検討する。今後研究す

るということでの内容ですので、この 5 年間の間でどう

するかということの検討を進めていきたいという内容の

文言になっておりますが、これで問題ないでしょうか。 

 

宗形委員：すいません。多分僕だけ反対ですね。空家に

なっている建物を町が買うっていうか、引き受けるって

いうのは、ただでさえ空家になって10 年も 20 年もしな

いうちに、ただ取り壊さなきゃいけないとなると、買う

ことに関しても壊すことに関しても管理することに関し

ても、町が全部負担しなければならないっていうのはち

ょっと難しいんじゃない財政的な問題として、何にして

も難しいんじゃないかなというふうに思うんですね。こ

ないだ国の方で相続土地名前忘れましたけど、相続され

た土地に関して引き取りますよっていう法律が出来たの
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ですけれども。それに関しても、管理10年分の管理費を

負担します。相続人特に誰も喧嘩していません。更地で

すっていうようなもの、厳しい条件のもと引き受けます

っていうような話があります。それでもちょっと僕は厳

しいかなって思うのですが。なんでちょっと引き受ける

っていうことを、検討しますって書いちゃうと、やって

くのか、いやうちの産業建設常任委員会でも、やってい

く方向性という方向性で見えちゃうとちょっと困るので

はないかなと。引き受けてほしいとかってそういう意見

の中で、あの計画に盛り込んでしまうっていうならいい

ですけども。ちょっと難しいのかなって、将来的な不安

が大きいかなというふうには思うのですが、いかがでし

ょうか。 

 

安藤会長：宗形委員の方から寄付についての引き受け。

ちょっと全てが町の負担になるというふうに考えても、

これを明記する必要があるのかどうかというご意見をい

ただきましたが、いかがでしょうか。 

 

梅本委員：私も慎重な判断が求められているというのは

その通りだと思います。どちらかというと今のところ消

極的なこの寄付制度に関しては、考え方を持っています。

ただ空家対策という観点で、この検討もしないのかって

いうのもちょっとどうかと思うので研究します。ですか

ら研究はしてもいいのかなとちょっと思ったりしますね。

現実は本当に寄付という話になると本当厳格な条件、要

件のもと、ちょっとそんなの無理じゃないかみたいなも

のしかできないとか、そういうことになるのかなってい

うイメージですが、私としては一定の基準に基づく慎重

な判断が求められるとあるので、結構慎重にここは見て

いくっていう書き方になっているので、その検討という

のを研究にするとかもあるかなと思いましたが、この程

度であれば残してもいいのかなとは思いました。 

 

安藤会長：今の話にもありますように、検討より研究の

方がまだ厳しいかもしれません。対応するという言い回

しにはなっているかなと思うのですが、検討っていうと

何か前向きに考えてそういうふうにとられてしまうので

はということですが。研究という言い方は、まだ検討よ

りはいいというお話ではあったと思いますが、他の皆様

いかがでしょうか。 

 

佐々木委員：逆にちょっと積極的な意見としまして、将

来、いつかはちょっとわかりませんけど、再開発とかも

し起きたときに、不良な空き地、空家があってどうしよ

うもないという場合、この研究という余地がもしかした

ら役に立つ。その部分を取り壊して再開発向けてやれる

とかっていうこともあるので、こういう文言だけ残しと

いた方が良いような気がいたします。 

 

安藤会長：そういう可能性もなきにしもあらずというこ

とでの文言として残しておいた方がいいという形のご意

見をいただきましたが、他にいかがでしょうか。他にご

意見なければ、このまま残すという判断で。宗形委員の

話の意見であればここは削除した方がいいというご意見

ですけど、他にもご意見いただきました中で、一定の基

準に基づく慎重な判断という言い方、そして最後に研究

しますということでの含みがあるのであれば残してもい

いのではという 2 つのご意見で今議論いただいていると

ころなのですが。今回のこの計画策定によって、一応 5

年間という期間がありますので、この 5 年間の中でさら

に状況も変わるでしょうけども、それに対しての今回の

この寄付に関しては、やるとかやらないとかっていうこ

とはまず判断する前に、その寄付制度自体の研究をする

という判断としての内容とすれば残しても問題ないのか

なと、やるよという前提での話ではなくて、やるかどう

かについての研究をするという含みでの内容だという、

ご理解いただければ残してもいいのかなと私はちょっと

今までのご意見を聞いて思うんですが、そうするとこの

文章はそういうことで判断できる文章かどうかってこと

になると思いますけども、それについてはいかがでしょ

うか。 

 

梅本委員：ここに書かれている通り寄付に関して相談が

寄せられていると書いてあるんですけど、相談を持ち掛

けた場合の人の立場になった場合には、研究もしてなか

ったのかという問題意識を持つ方もおられるかもしれま

せん。研究した上で、ちょっと今回は無理ですねという

説明が、みなされるかどうかちょっと将来的なものかも

しれませんが、何も研究しないで、っていうよりも住民

の方の納得だとかがそうやって相談されたこともあるの

だと思ったら研究はするということは悪いことではない

かなと思います。 

 

安藤会長：ということは、この 5 年間にそういう相談が

寄せられた場合は、現在研究中なので、まだその判断は

できませんということでの対応ができるということでよ

ろしいでしょうか。確かにそれを相談しに来た方が来ら

れたときに、どうなのかってまだそれは研究段階なので

何も判断できませんという対応ができるという。それさ

えもしてないってことが問題だってことですね。という

意味では、やる、やらないかまだ判断しないって、前の

段階で今研究してるっていうことでの内容として理解し

た文章としてここに残すということでの判断でよろしい

でしょうか。ｂ空家等の寄付制度の研究で修正というこ

とで、はい、ありがとうございます。では、39ページに

ついてのご意見いただきました。では先に進めさせてい

ただきます。続きまして次の修正箇所について事務局の

方から説明をお願いいたします。 

 

資料説明（修正一覧 アスベスト事前調査について） 

 

安藤会長：今説明がございましたが、都市計画審議会の

方からアスベストの事前調査について明記しないのかと

いうことのご意見いただいたことに対して説明いただい

たわけですけれども、事務局としては追記しないという

ことでの判断ということで、その為には、いろいろな条

件があったりするということでの説明だったわけですけ

ど、この点につきましては委員の皆様いかがでしょうか。

どのようにお考えでしょうか。 
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佐々木委員：アスベスト調査はですね、昨年から始まっ

てるんですよね。今年の 4 月からは、例えばリフォーム

したときに、処分場に持っていくときに、アスベスト調

査をしましたかって、必ず聞かれます。してないと受け

取ってくれないというぐらい厳しく 4 月からなる状況で

す。私のところもやるために必ず発生する調査をする。

費用は20万から 30 万ぐらい調査するだけでかかってく

るというぐらいになっていますので、この計画に入れる

かどうかは別として、それを周知するような形は必要か

と思います。それだけ厳しい状況が今起きていますので、 

どれだけ入っているかというと、実は最近で言うと、昔

あった塗装、塗料の中に入っている状況がありまして、

それを除去してから解体しなさいということで費用もか

なりかさむ状況になっています。これはちょっと違うの

ですが天井とか建材に入っている方がまだ処置しながら

できるのですけれど、それ以外の部分に関してだと粉塵

だとか必ず厳しい状況が起きているので、これは本当に

厳しいです。計画に入れるかどうかは別としまして、そ

ういうような方策で何かきちっと出すのがいいかなとい

う気がします。 

 

安藤会長：はい、ありがとうございます。確かにアスベ

ストに関しては、その処理する技術者自体も足りなくて、

実は札幌の方でもその技術者養成のための講習をたくさ

ん開いていて、それこそ講習をする教員もいなくてって

いうので、猫の手でも借りたいような状況なのですが、

それだけ厳しく対応しなきゃならない状況になったとい

うことは確かにあの身近なところでも感じられるのです

けれども、果たして佐々木委員がおっしゃったように、

この計画の内容にそこまで網羅する必要はないが、別な

形で住宅の解体なり、除却になるときの対応として別の

形で見せることも周知することもできるっていうお話を

いただいたわけですけども、私も似たような感覚を持っ

ていますけども、委員の方はなかなかその現場立たない

とアスベストってわからないことと思うのですけれども。

それがこの計画の中に網羅する程のものかって言われる

となかなか難しいなっていう、書き方も難しいですよね。

対象とする物件が何なのかとか、それとまた専門的なこ

とがそこに入ってこざるを得なくなってくるので果たし

て、この対策計画というものに関してのうまく入るかど

うかというとちょっと難しい内容ではないかなと私は思

うんですけども、いかがでしょうか。がなかなかこの対

策計画というものに対して、多分内容とうまく合うって

いう逆にもっと現場のところでの必要な内容となってく

るので、また別な形で周知していくような、例えばチラ

シを作るとか、情報を提供するとかっていうようなやり

方をやってもらう方が、逆に効果的かなっていう感じは

しますよね。ここに書いたからもう安心じゃなくて、逆

にここに書いちゃって、あと何もしないよりは窓口です

ぐ対応できるような、有効性のあるものの方が必要では

ないかなんですけども。いかがでしょう。そういう意味

では、ここに記載する必要があるかっていうことの判断

を今皆様にお願いしたいと思いますけど、これは事務局

案の通り提起しなくてもいいということでよろしいです

か。別な形で周知するような報告をしてもらいたいとい

うことでさせていただければ。では、ご意見いただきま

したので、本日予定しておりましたこの対策計画の修正

箇所についての審議する内容は以上でございますが、今

までの審議の中で申し忘れていることとかあるいは、お

気づきになったこととか、もしあればこの場でお出しい

ただければと思います。もし意見がないということにな

りますと、このままで決定ということになるわけですが、

お気づきの点ありましたらこの場で出していただけたら

と思います。本日はかなり時間をかけていろいろご意見

を出していただいておりますし、これまでの審議の中で

お出しいただいた意見が、この計画の中にも網羅されて

いる事は目を通していただけると、内容の中に網羅され

ていることも判断できますので、これまでの審議時間を

考えましても、もしなければ、これで決定させていただ

ければと思いますがいかがでしょうか。はい、ありがと

うございます。それではこれで決定とさせていただきま

す。では続きまして次の議題に参りまして、概要版につ

いての説明をいただきたいと思います。 

 

資料説明（④概要版について） 

 

安藤会長：この概要版の中は先ほどの修正一覧の修正が

あった箇所はもう反映した状態で記載されているという

ことですが、いかがでしょうか。 

 

梅本委員：先ほどの方針2の検討の部分が。 

 

安藤会長：先ほどの修正をしたところですね。 

 

事務局：3ページ 方針2空家等の寄付制度の検討とあり

ますが、こちらは研究で修正したいと思います。先ほど

佐々木委員からありました、年の標記 1 ページ目の計画

の期間は令和5年度（2023年）令和9年度(2027年)とい

うことで整理して標記しておりますので、計画の方もこ

ういう形に合わせて修正できればと思っております。 

 

安藤会長：他にいかがでしょうか。ご指摘いただいた今

日の審議の中で出された修正箇所で言えば今のお話があ

った検討を研究に修正ということと、和暦西暦の話とい

うことでございましたが、この内容でよろしいでしょう

か。はい、ありがとうございます。では、概要版につい

てのご意見をいただきましたので、次第の方に沿って進

めさせていただければと思います。では、次第4、報告事

項に参ります。 

 

４．報告事項１ 

令和5年度中標津町空家等対策事業ｽｹｼﾞｭｰﾙについて 

 

資料説明 

 

安藤会長：令和 5 年度、令和 6 年にもかかります令和 5

年度という時間の中でのスケジュールでの説明をいただ

きました、協議会自体は8 月と 2 月を予定しているとい

うことであります。このスケジュールについて何かご意

見、あるいは議論等ありましたらご意見いただければと
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思いますがいかがでしょうか。8月のっていうのはワーク

ショップやセミナーが優先的に決まってくるのでしょう

けれども、協議会が先に決まって、そこからワークショ

ップセミナーっていう方が順番としてはどうなのでしょ

うか。 

 

事務局：ワークショップ等の内容も、これから検討して

いく形になりますので、どういった内容になるのかって

いうところを合わせまして日程を調整したいと思ってお

りますが、協議会の方の日程とあわせてセミナーの日程

も同時に調整していこうかなと思っていますので、どう

いう形のセミナー等になっていくのかで講師の方ですと

か、参加される方ですとかってことを検討した内容で、

日程調整併せて協議会の調整も行っていきたいと思いま

す。 

 

安藤会長：いかがでしょうか。ひとまず 8 月ということ

で、ご予定を開けていただければと思います。よろしい

でしょうか。はい、続きまして報告事項 2 中標津町空き

店舗リノベーションプロジェクト発表会について事務局

の方から説明をお願いいたします。 

 

４．報告事項２ 

中標津町空き店舗ﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ発表会について 

 

資料説明 

 

事務局：本日欠席でございますが、Web視聴していただい

た志田委員の方から感想の方いただいておりますので、

ご紹介させていただきます。 

 

志田委員：多くの学生皆様の参加をいただき多様な提案

を聞いて、自由な発想の素晴らしさに感銘しました。こ

の度のプロジェクトは、再彩家様の空き店舗をモチーフ

につかい13作品の提案。中標津町に焦点をあてての感想、

ダブらないよう調整したと思いますが、中標津町の住ん

でいる人間として新鮮に受けとめている次第です。特に

作品D、①、③、⑦等は個人的ではありますが、具体性と

して面白い作品と思いました。空き店舗リノベーション

プロジェクトの発想も中標津町の特性を意識しての提案

であったのが意義深いものでした。また、このような機

会を作っていただいた安藤会長はじめ関係者の皆様に深

く感謝いたします。このような大学との連携は、今後必

要であると思います。 

事務局：発表会会場で、学生を見守っていただきました

安藤会長。参加いただきました委員の方の感想をお伺い

したいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

安藤会長：私の方から、その場にいた者として、きっか

けとなった立場のものとしてちょっと感想述べさせてい

ただきたいと思いますが、元々佐藤さんの方から空き店

舗があって、それを何かできないかなということで、そ

れが去年の 8 月ぐらいに話がありまして、実はうちの教

員には中標津町出身の教員がいると、その教員にちょっ

と話をしてみましょうということで話をしたのが、この

向井助教なのですが、ぜひともやらせてほしいというこ

とからスタートしまして、ゼミを行ってやりたいという

ことで話が進みました。地元ですからこの街の様子は当

然よくわかっていることですし、その街の特徴も的確に

捉えて、それを学生の資料にも生かしてきたことが今回

の結果になっているというふうに思っております。です

から、まだ学びの時間としてはまだ2回、2年生グループ

ですけども、2年生が主体となって、あの向井先生のゼミ

で検討していったものに、3年生も加わってということで

すが、ご覧なった皆様は、どのように感じられているか

というふうに思うのですが。私としては意外と 2 年生の

案が非常に新鮮なアイデアが多かったなというふうに。3

年生だとやっぱりある程度は判断が、ここまでやっちゃ

うとまずいかな。っていうようなセーブしちゃうところ

がどうしても出てくるような感じがするのですけど、そ

れに対して 2 年生はまだまだ、そこまでセーブせずに走

れるっていうところが 2 年生だったかなっていうのが、

作品にも表れているかと思います。それともう 1 つ、こ

の 2年生の中には1 年生のときに、一昨年になるのです

が、1年生の夏に北広島市内に新築されたマンションのデ

ザインをコンペ形式で体験しいてる学生が数名おります。

その案が実際に採用されて、それがマンションのインテ

リアに使われていたり、デザインも使われていたりとい

うように、自作の中に既に自分の案が出てくるという経

験をしている学生もいますので、建築ってのは面白い。

素晴らしい。けど責任もあるということまで実感してい

る学生も数名おりますので、その辺がやはり今回のこう

いう提案に対しての、考え方にも反映しているかなとい

うことで、そういう意味では 2 年生としてもかなりレベ

ルの高いものが提案されたというふうに思っております。

あとはここから先どう進めていくかが非常に重要なとこ

ろになってまいりますので、これからは町の方と、ある

いは大学との関係。向井助教とその関係だけではない、

もっと大学と町との関係でのプロジェクトとして、もし

進められればなというふうに思っておりますので、今後

ぜひとも、そこに前向きに対応させていただければなと

いうふうに思っております。こういうプロジェクトに対

しては、我々は常に前向きに対応していきたいと思って

おりますし、学生の学びの場っていうのは決して大学の

中だけでは終わらなくて、逆に外に出ていろんな人から

いろんな目で見ていただくことが彼らの成長に繋がって

まいりますので、ぜひとも学生の学びの場としても、こ

のような場を提供していただいたことに対して深く感謝

申し上げます。以上で感想とさせていただきます。あり

がとうございました。 

では続きまして定当日会場におられた佐々委員いかが

でしょうか。 

 

佐々木委員：私は、コワーキングスペースで聞かしてい

ただきました。本当に新鮮な意見がいっぱいあって、実

は私はその場で何も言わなかったのですが、ツッコミど

ころは、いっぱいあるのですけど、それよりも、ああい

った斬新な考えをどんどん出してくれて本当によかった

なっていうふうに思いました。特にそれに対応してくれ

た、山川さんだとか、上手く子供たちを乗せてくれた。
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いろんなとこが、良かったと思います。是非ですね、中

標津に今年は来てくださるような最後にね、意見を言っ

てくれたので。できれば 1 回来てもらって、それをちょ

っと応援しながら、実現できるかどうかわかりませんけ

ど、できるような方向に持ってきてくれればなと思いま

す。私自身も、会社自身も少しは応援できるんだったら

したいなというふうに思いました。以上です。 

 

安藤会長：はい、ありがとうございます。続きまして同

じく会場にいらっしゃった二瓶委員お願いします。 

 

二瓶委員：私もコワーキングスペースの方に行っていま

して、いろいろと大学生らしい意見で楽しく見させても

らいました。結構、若者が集まるっていう形の視点でや

ってもらったかな。見ていたらやはり大学生かなという

感じが受け取れたかなと。企業として儲かるかどうかっ

ていうのを抜きにしてやっているところが、楽しいとこ

ろで、結構、街どおりがあって賑やかなイメージを持っ

ているのかなっていうのがびっくりしたとこで、その辺

はちょっとやっぱり実際に来てもらって見てもらった方

が、わかりやすいのかなと感じがしましたので、ちょっ

と時間がね、少ない中でやってもらったので、パパッと

いったのですが、ちょっと深堀したいところも若干あり

ましたけど、あんな感じかなと思いますので、また継続

していけば面白いなと思います。どうもありがとうござ

います。 

 

安藤会長：他に委員の方で何かご感想があればお聞かせ

願えればと思うのですがいかがでしょうか。最後に佐藤

社長から、今回のプロジェクトの感想をいただければと

思います。 

 

佐藤社長：私も札幌からオンラインで視聴させてもらっ

ていました。せっかくの成果なので、ぜひ情報発信して

ほしいなと思ったのと、ぜひ今後も継続してもらいたい。

その際に、ちょっと希望ですけども今回街中の商業施設

を対象としたということだったのですが、中標津だけじ

ゃなくて全国的な中心部、今後ですね、空き店舗がどん

どん増えてくる中で、それに関しての商業機能だけでは

ちょっと埋まらないなっていうところがあるので、商業

機能だけではなくて、例えば集合住宅にするとか店舗併

用住宅にするとかそういう転用の案などもつくってもら

えると嬉しいかな。あと中標津に移住したいと考えてい

る人向けに、もう少し一般住宅の提案もしてもらえると

嬉しいなというふうに思いました。以上です。 

 

安藤会長：はい、ありがとうございます。以上で空き店

舗リノベーションプロジェクトについての報告をさせて

いただきましたが皆様の方から何かございますか。はい、

それでは続きましては報告事項 3 に参ります。（3）今後

の空き家対策のあり方についてということで事務局の方

からお願いいたします。 

 

４．報告事項3 

今後の空き家対策のあり方について 

資料説明 

 

安藤会長：今後のあり方について、いろいろ情報等を含

めてご説明をいただきましたが、内容について何か委員

の皆様からご質問等ございますか。まさに今ご説明いた

だいた資料など、実際に空家を所有されている方、ある

いは今後活用希望として考えられている方に早くそうい

う情報が伝わることで対応も迅速にできるのかと思いま

すので、ぜひこの辺の情報提供も含めてお願いしたいと

思います。一応予定しておりました議題はこれで全てに

なりますが、委員の皆様から何かございますか。先ほど

ちょっと確認をしなかったのですが、今日修正一覧の中

でいくつもの修正を委員の皆様に見ていただきましたが、

最終的には大きなものとしては、33ページのa現地調査

の内容についての文章の並び替えをするということが一

つ。そして先ほどの39ページのb空家等の寄付制度の検

討を研究ということで修正するということが大きなもの

かと思いますが、改めて確認させていただきたいと思い

ます。それでは予定しておりました議案は一応全て終了

しましたので、私の担当している進行は以上で終わらせ

ていただければと思います。 

 

５．閉会 中標津町都市住宅課長 佐瀬 光史 

安藤会長、進行ありがとうございました。委員の皆様

も大変ありがとうございました。報告事項にもございま

した、ひきつづき令和５年度の本協議会の開催を予定し

てございます。引き続きご協力賜りますようどうぞ宜し

くお願い申し上げます。以上をもちまして、第４回中標

津町空家等対策協議会を終了いたます。ありがとうござ

いました。 

 


